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【岐阜県発注工事における CCUS 活用モデル工事の導入について】 

岐阜県発注工事における建設キャリアアップシステム（CCUS）活用モデル工事の導入 

 

○ 令和元年 10月、入札契約適正化指針（閣議決定）において、公共発注者は CCUS 活用推進に 

努めるべき旨が明記された。 

○ CCUS の機能が発揮されるためには、元請事業者による現場でのカードリーダー設置や、技能 

労働者による日々のカードタッチが推進される必要がある。 

○ 『業界共通の制度インフラ』として CCUS が普及浸透するよう、公共工事における積極的な制 

度の活用を促す観点から、岐阜県発注工事における CCUS 活用モデル工事の導入を決定した。 

  ⇒ 「技能労働者の能力評価の見える化」が目的 

（モデル工事の概要） 

◎ 工事成績の加点  （CCUS 等の利用状況を踏まえ、工事成績評定「創意工夫」で加点） 

◎ 一部費用の計上  （カードリーダー費用、カードタッチ費用を現場管理費に積上げ計上） 
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【CCUS の概要１】 
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【CCUS の概要２】 
 
 

  

３ 



 

【岐阜県における CCUS 活用モデル工事の概要】 

 モデル工事における取組み実施状況を踏まえ、「工事成績の加点」及び「一部費用の計上」を行う。 

実施概要 

（ 対 象 工 事 ）岐阜県県土整備部が発注する工事のうち、発注機関が指定する「土木一式・A等級工事」 

※ 初年度は、各土木事務所１件程度を指定工事として実施 

 

（ 評 価 基 準 ）工事契約後、以下に示す条件を達成した場合は、工事成績評定にて加点 

CCUS 利用条件 基準 

事業者登録 元請のみ（下請の登録は求めない） 

技能者登録 １名以上 

現場登録（管理者ID(現場管理者)登録） 当該現場の登録 

現場へのカードリーダー設置 実働日数 30日以上 IC カードを読み取る 

 

（ 確 認 方 法 ）発注者は、受注者に対して、登録状況やカードリーダーの使用日数といった基準の達成状況を確認

できる資料の提出を求めることにより確認 

 

（評定への反映）受注者が上記の基準を達成した場合、１点加点（未達成の場合も減点は行わない。） 

※ 工事契約締結前に事業者登録や技能者登録を行っている場合は条件を満たすものとする 

 

（仕様書明示）入札公告及び特記仕様書に CCUS 活用モデル工事であることを明示 

 

（ 費 用 負 担 ）カードリーダー設置費用、カードタッチ費用について、実績に基づき現場管理費として積上げ計上 

※ カードリーダー設置費用は新規購入に限り、最大３万円かつ１工事１台までとする 
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